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１ 条例制定の経緯 

中野区では、区が発注する工事請負・業務委託契約等（公契約）に従事する労働者の適

正な労働環境の整備を図り、公契約の良好な品質を確保するため、「中野区公契約条例」を

制定しました。 

中野区公契約条例は、公契約に関し、基本方針を定め、中野区及び受注者の責務を明ら

かににするとともに、公契約の締結において必要な事項を定めることにより、公契約に係

る入札、契約等の適正化、労働者等に係る適正な労働条件の確保並びに公契約の適正な履

行及び品質の確保を図り、もって地域経済の活性化及び区民の福祉の向上に寄与すること

を目的とするものです。 

この条例は、令和２年度に実施した事業者や労働者団体へのアンケート等を踏まえ、令

和４年第１回中野区議会定例会で可決され、令和４年３月２８日に公布し、令和４年４月

１日に施行されました。 
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２ 用語の定義 

この手引きにおける用語の定義は、次のとおりです。 

用語 定義 

公契約 
(１) 区が締結する工事、製造その他の請負契約及び業務委託 

(２) 指定管理協定 

受注者 区と公契約を締結する者 

受注関係者 

(１) 区以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負い、又

は受託する者 

(２) 受注者又は(１)に規定する者へ労働者を派遣する者 

労働者等 

(１) 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約等に係る業務に従事

する労働基準法第９条に規定する労働者 

(２) 労働者派遣法の規定により公契約に係る業務に派遣される者 

(３) 自らが提供する役務の対価を得るため、受注者又は受注関係者

との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者 

労働報酬 

(１) 上記「労働者等」(１)又は(２)に該当する者がその雇用する受

注者又は受注関係者から得る賃金 

(２) 上記「労働者等」(３)に該当する者が当該請負契約により得る

収入 

労働報酬下限額 
公契約に従事する労働者等に対し、受注者及び受注関係者が支払う

報酬で、区長が定める１時間あたりの賃金の下限額 
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３ 条例概要 

公契約条例の主な内容は次のとおりです。 

事項 主な内容 

(第１条) 

目的 

公契約に関し、基本方針を定め、区及び受注者の責務を明らかにす

るとともに、公契約の締結において必要な事項を定めることにより、

公契約に係る入札、契約等の適正化、労働者等に係る適正な労働条件

の確保並びに公契約の適正な履行及び品質の確保を図り、もって地域

経済の活性化及び区民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

(第２条) 

定義 
条例に掲げる用語の定義 

(第３条) 

目的 

(１) 公契約に係る手続きの透明性を確保し、公正な競争を促進する

こと。 

(２) 談合その他の不正行為を排除すること。 

(３) 受注者において労働者等について適正な労働条件を確保させ

ること。 

(４) 公契約の適正な履行及び品質を確保すること。 

(５) 区内の事業者が公契約を受注する機会を確保するよう努める

こと。 

(第４条) 

区の責務 

基本方針にのっとり、公契約に関する施策を総合的に策定し、及び

実施するものとする。 

(第５条) 

受注者の責務 

(１) 公契約に係る業務の公共性を認識し、法令を遵守するととも

に、公契約に従事する労働者等に係る労働条件を適正なものとす

るよう努めるものとする。 

(２) 公契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、又は委託しよ

うとするときは、区内の事業者が当該公契約に係る業務の一部を

請け負い、又は受託する機会を確保するよう努めるものとする。 

(第６条) 

適用範囲 

(１) 工事又は製造の請負契約で予定価格が１億８千万円以上のも

の 

(２) 工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約のうち、予定価

格が１千万円以上のもので規則に定めるもの 

(３) 指定管理協定 
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事項 主な内容 

(第７条) 

労働者の 

労働報酬 

(１) 区は、公契約において、その受注者及び受注関係者が労働者等

に対し、労働報酬下限額以上の額の労働報酬を支払わなければな

らないことを約定する。 

(２) 労働報酬下限額は、時間によって定めるものとする。 

(３) 労働報酬が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制に

よって定められている場合における当該労働報酬の額を時間に

ついて金額に換算する方法は、規則に定める。 

(第８条) 

労働報酬下限額 

の決定等 

(１) 公共工事設計労務単価や地域別最低賃金、中野区会計年度任用

職員の報酬額等を勘案し、区長が定める。 

(２) 区長は、中野区公契約審議会の答申を踏まえ、労働報酬下限額

を定める。 

(３) 労働報酬下限額を定めたときは告示する。 

(第９条) 

公契約において 

約定する事項 

(１) 労働関係法令の遵守 

(２) 労働者等との契約条件 

(３) 労働者等の継続雇用 

(４) 労働報酬に掛かる受注者の連帯責任 

(５) 労働条件の区への報告 

(６) 労働者に対する周知 

(７) 不利益な取り扱いの禁止 

(８) 報告の求め及び検査等への対応 

(９) 約定事項の違反の是正の求め 

(10) 約定事項の違反の是正等及び報告 

(11) 公契約の解除等 

(12) 損害賠償責任 

(13) 公契約の解除等にかかる違約金 

(14) 受注者と受注関係者との契約 

(第１０条) 

労働者等の申出 

労働者等は、定められた賃金が支払われない場合は、区又は受注者

若しくは受注関係者にその事実を申し出ることができる。 
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事項 主な内容 

(第１１条) 

報告、検査等 

申出があったとき又は約定した事項の遵守の状況を確認する必要

があると認めるときは、受注者又は受注関係者に対し必要な報告を求

め、又は事業所等に立ち入り、書類等の検査、関係者への質問を行う

ことができる。 

(第１２条) 

公表 
公契約の解除等をしたときは、その旨を公表することができる。 

(第１３条) 

中野区公契約 

審議会の設置 

(１) 公契約に関する施策の適正な実施を確保するため、区長の諮問

に応じ、労働報酬下限額その他公契約に関し必要な事項について

調査、審議する。 

(２) 委員は６人以内で、事業者、労働者及び学識経験者により構成

する。任期は２年で、再任を可とする。 
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４ 適用範囲 

公契約条例の適用を受ける契約及び指定管理協定は次のとおりです。 

公契約の種類 適用範囲 

工事又は製造の 

請負契約 
予定価格が１億８千万円以上の契約 

工事又は製造以 

外の請負契約及 

び業務委託契約 

予定価格が１千万円以上の次に掲げる契約 

(１) 施設の総合的な管理の業務に関する公契約 

(２) 施設、公園等の日常的な清掃の業務に関する公契約 

(３) 施設の警備の業務（機械警備の業務を除く）に関する公契約 

(４) 施設の受付の業務に関する公契約 

(５) 廃棄物の収集・資源の回収等の業務に関する公契約 

(６) 学校又は保育所の用務の業務に関する公契約 

(７) 学校又は保育所の給食の調理の業務に関する公契約 

(８) 児童館、学童クラブ及びキッズ・プラザの運営の業務に関する

公契約  

(９) 高齢者に係る居宅介護支援に関する公契約 

指定管理協定 規則で定めるものを除く全ての指定管理協定 

 

○ 予定価格は税込（消費税及び地方消費税相当額）の金額です。 

○ 契約方法（一般競争入札、指名競争入札、随意契約）は関係ありません。 

○ 公契約条例が適用となる案件を発注する際は、その旨を入札公告、指名通知書、見積

依頼書、プロポーザルの実施要領等に記載し、事業者に通知します。事業者は、公契約

条例が適用される案件であることを承知した上で参加することになります。 

○ 公契約条例の適用対象となる契約等を締結した受注者は、当該公契約等に係る業務の

一部を下請、再委託等により受注関係者に請け負わせる場合には、公契約条例が適用さ

れる契約であり、受注関係者にも規定が適用される旨を周知する必要があります。 

特に労働者等に支払う報酬が労働報酬下限額を下回ってはならないこと、仮に下回っ

た場合は、受注者に差額分を支払う義務が生ずること等について、受注関係者と取り交

わす文書等に記載し、十分な理解を得る必要があります。 
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５ 適用される労働者等の範囲 

公契約条例の規定が適用される労働者等の範囲は次のとおりです。 

(１) 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する者 

※労働基準法第９条に規定する労働者で、正社員、日雇い労働者、パート、アルバイ

ト等、雇用形態は問いません。 

(２) 労働者派遣法の規定により公契約に係る業務に派遣される者 

(３) 自らが提供する役務の対価を得るため、受注者又は受注関係者との請負の契約に

より公契約に係る業務に従事する者（いわゆる一人親方） 

 

○ 労働者等は、受注者に雇用される者だけでなく下請負者、再委託業者に雇用される者 

を含みます。 

 

 

次に掲げる者は公契約条例の規定が適用されません。 

(１) 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人 

(２) 労働者ではない者（ボランティア、会社役員等） 

(３) 最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者（ただし、使用

者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る） 

(４) 公契約に係る業務に直接従事しない者（事務員、材料の製造に従事する者等） 

(５) 公契約に従事した時間１か月あたり３０分未満の者 

(６) 工事又は製造の請負の契約の場合における現場技術者（現場代理人、監理技術者、

主任技術者） 
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６ 労働報酬下限額 

労働報酬下限額とは、公契約において、受注者及び受注関係者が労働者等に対して支払

わなければならない賃金等の下限となる額で、１時間あたりを単位として決定します。中

野区公契約審議会からの答申を踏まえ、区長が毎年定め、告示します。 

労働報酬下限額は、契約を締結した年度の労働報酬下限額を適用します。このため、契

約期間が複数年度にわたる場合、締結の翌年度以降に労働報酬下限額が改定されてもその

適用は受けず、履行終了まで当初の労働報酬下限額を適用します。 

なお、指定管理者との協定に係る労働報酬下限額については、その年度ごとに定める最

新の労働報酬下限額を適用します。 

 

令和８年度労働報酬下限額の勘案基準 

公契約の種類 労働者の区分 勘案基準 

工事又は製造の 

請負の契約 

熟練労働者・一人親方 
公共工事設計労務単価（※１）の９０％に

基づき定める１時間あたりの金額 

熟練労働者・一人親方 

以外の労働者（※２） 

公共工事設計労務単価（軽作業員）の７０％

に基づき定める１時間あたりの金額 

（１時間あたり１，６３６円） 

工事又は製造以 

外の請負契約及 

び業務委託契約 

業務に従事する労働者 

中野区会計年度任用職員報酬単価等を参考

にした金額（１時間あたり１，５１０円） 

 

※ ただし、中野区外に存する下記施設に

おける指定管理協定の労働報酬下限額

は、各施設が所在する県の最低賃金法で

定められている地域別最低賃金額に、「東

京都の最低賃金額に対する、指定管理協

定の労働報酬下限額として定めた額の増

加率」を乗じて得た額とする。 

 ・軽井沢少年自然の家 

 （１時間あたり１，３０６円） 

指定管理協定 

 

※１ 公共工事設計労務単価とは、公共工事の積算に用いる単価（日額：８時間）で、農

林水産省及び国土交通省が、毎年、公共工事に従事する労働者の都道府県別賃金を職

種（５１職種）ごとに調査し、その調査結果に基づき決定するものです。 

※２ 熟練労働者・一人親方以外の労働者とは、次に掲げるものをいいます。 

ア 労働者等の合意の下、見習い、手元等の労働者と使用者が判断する者 

イ 年金等の受給のために賃金を調整している労働者 
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参考 労働報酬下限額等の推移 

 

(１) 工事又は製造の請負の契約 

 熟練労働者・一人親方 熟練労働者・一人親方以外の労働者 

令和５年度 
公共工事設計労務単価の９０％に

基づき定める１時間あたりの金額 

公共工事設計労務単価（軽作業員）

の７０％に基づき定める１時間あ

たりの金額 

令和６年度 
公共工事設計労務単価の９０％に

基づき定める１時間あたりの金額 

公共工事設計労務単価（軽作業員）

の７０％に基づき定める１時間あ

たりの金額 

令和７年度 
公共工事設計労務単価の９０％に

基づき定める１時間あたりの金額 

公共工事設計労務単価（軽作業員）

の７０％に基づき定める１時間あ

たりの金額 

令和８年度 
公共工事設計労務単価の９０％に

基づき定める１時間あたりの金額 

公共工事設計労務単価（軽作業員）

の７０％に基づき定める１時間あ

たりの金額 

 

(２) 工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約、指定管理協定 

 
労働報酬 

下限額 

会計年度任用職員報酬 最低賃金（東京都） 

一般事務補助 用務・調理 9 月まで 10 月以降 

令和５年度 1,170 円 1,173 円 1,266 円 1,072 円 1,113 円 

令和６年度 1,310 円 1,220 円 1,320 円 1,113 円 1,163 円 

令和７年度 1,380 円 1,396 円 1,482 円 1,163 円 1,226 円 

令和８年度 1,510 円 1,519 円 1,574 円 1,226 円 未定 

 

(３) 対象件数（※） 

 工事請負契約 委託契約 指定管理協定 合計 

令和５年度  10 件  69 件  20 件  99 件 

令和６年度  13 件  74 件  20 件 107 件 

令和７年度  19 件  76 件  20 件 115 件 

 

※ 契約期間が複数年度にわたる工事請負契約・委託契約は契約締結年度にのみ計上。 
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７ 労働報酬の定義と算定方法 

公契約における労働報酬とは、受注者、受注関係者から労働者等に支払われる賃金等を

いいます。 

契約の種類及び労働者に応じて労働報酬に算定する手当等は次のとおりです。 

 

(１) 労働報酬の範囲 

 

算定対象とする手当等 

契約の種類及び労働者 手当の例 

工
事
又
は
製
造
の
請
負
の
契
約 

労働基準法第９条に規定する

労働者であって熟練労働者 

(１) 基本給相当額（基本給(定額給)、出来高給） 

(２) 基準内手当（家族手当（扶養手当）、通勤手

当、都市手当（地域手当）、住宅手当、現場手

当、技能手当、有給休暇手当、精勤手当） 

(３) 実物給与※（通勤用定期・食事代） 

(４) 臨時の給与（賞与（期末手当、勤勉手当）、そ

の他臨時の賃金等） 

熟練労働者以外の労働者 

請負契約におけるいわゆる 

一人親方 

受注者又は受注関係者との請負契約における請

負代金（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

請負代金が、その業務に係る作業の出来高に応じ

て支払われる場合は、その額 

工事又は製造以外の請負契約及び

業務委託契約における労働者 

以下の賃金のうち当該公契約等において従事した

作業に係る部分 

(１)  基本給相当額（基本給） 

(２)  諸手当（職務手当、現場手当、技能手当等） 
指定管理協定における労働者 

 

※ 就業規則などで支払規定があるものに限られます。 
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算定対象から除く手当等 

契約の種類及び労働者 手当の例 

工
事
又
は
製
造
の
請
負
の
契
約 

労働基準法第９条に規定する

労働者であって熟練労働者 

(１) 各職種の通常の作業条件・内容を超えた特殊

な労働に対する手当（突貫手当等） 

(２) 時間外割増賃金（時間外・休日・深夜） 

(３) 仕事がないために労働者を休業させたこと

に対する手当（休業手当） 

(４) 本来は経費にあたる手当（工具手当、車両手

当、遠隔旅費手当、運転手当（送迎車運転手当）、

赴任等手当、研修手当、携帯電話手当等） 

熟練労働者以外の労働者 

請負契約におけるいわゆる 

一人親方 
調達した資材や持ち込んだ機械等に係る経費 

工事又は製造以外の請負契約及び

業務委託契約における労働者 

(１) 時間外割増賃金（時間外・休日・深夜） 

(２) 臨時の給与（臨時に支払われた賃金、１ヶ月

を超える期間ごとに支払われる賃金） 

(３) 諸手当（家族手当、通勤手当、別居手当、子

女教育手当、住宅手当） 
指定管理協定における労働者 

 

○ 工事又は製造の請負の契約における熟練労働者及び熟練労働者以外の者の各手当等の

詳細は、公共事業労務費調査連絡協議会の「公共事業労務費調査の手引き」にある手当

の基準内手当・基準外手当の区分に準じています。 

○ 工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約における労働者及び指定管理協定にお

ける労働者等の各手当等の詳細は、労働基準法第３７条、労働基準法施行規則第２０条

及び第２１条に準じています。 

○ 労働報酬は税金や社会保険料等を控除する前のものであり、手取り額ではありません。 

○ 上記における手当等の名称は、法令で用いられる名称、一般的に用いられている名称

であり、手当等の算定については、名称のみではなく支給実態等を考慮して判断してく

ださい。 

○ 期末手当等、複数月分がまとめて支払われる手当の算定に当たっては、対応する月数

で除して得た額を１か月の手当として算定してください。 

 

(２) 労働報酬の算定方法 

労働者等が１か月の中で、公契約等に係る業務とその他の業務に従事した場合、公

契約等に係る業務に対して支払われた手当以外の労働報酬については、それぞれの業

務に従事した労働時間の割合に応じて按分します。 
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【労働報酬の算出例】工事請負契約における月払い賃金の場合 

Ａ工事…公契約条例の適用を受ける工事、Ｂ工事…その他の工事 

 

１か月の労働時間 

区分 
所定内 

労働時間数 

Ａ工事従事時間 ①120 時間 

Ｂ工事従事時間 40 時間 

合計 ②160 時間 

 

１か月の賃金等 

賃金区分 支給額 備考 

基本給 400,000 円 月額支給 

家族手当 20,000 円 月額支給 

時間外割増賃金 40,000 円 対象外 

Ａ工事個別手当 20,000 円  

Ｂ工事個別手当 10,000 円 対象外 

実物給与（通勤手当） 30,000 円 ６か月分 

臨時の給与（賞与） 240,000 円 ６か月分 

 

労働報酬の算定 

賃金区分 
支給額 

（１か月分） 
労働報酬 計算方法 

基本給 400,000 円 300,000 円 400,000 円×①120h÷②160h 

家族手当 20,000 円 15,000 円 20,000 円×①120h÷②160h 

時間外割増賃金 40,000 円 0 円 対象外 

Ａ工事個別手当 20,000 円 20,000 円 全額対象 

Ｂ工事個別手当 10,000 円 0 円 対象外 

実物給与（通勤手当） 5,000 円 3,750 円 5,000 円×①120h÷②160h 

臨時の給与（賞与） 40,000 円 30,000 円 40,000 円×①120h÷②160h 

合計  368,750 円  

 

労働報酬下限額 3,000 円（例）とした場合の基準額：3,000 円／h×120h＝360,000 円 

Ａ工事の労働報酬 368,750 円 ≧ 基準額 360,000 円 労働報酬が基準額以上のためＯＫ 
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８ 報告書の作成及び提出 

公契約の受注者は、「労働者等の労働条件に関する事項の報告書(以下「報告書」という)」

を作成し、次のとおり区に提出する義務があります。報告書は、労働者等の労働環境等に

ついて確認することを目的としています。 

 

(１) 報告書の記載例・作成要領 

工事又は製造の請負契約  手引 15～18 頁 

工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約・指定管理協定  手引 19～21 頁 

 

(２) 報告書の提出期限 

報告書の提出時期は次のとおりです。複数年度契約において各回（例えば１回目と

２回目）の報告時期が一部でも重なる場合は、併せて１回の提出でよいこととします。 

 

① 工事又は製造の請負契約 

ア 単年度契約（契約期間が４月１日から翌年３月３１日までのもの） 

１回目 契約締結後３か月以内 

２回目 業務完了日の３か月前から業務完了日まで 

イ 複数年度契約（契約期間が複数年度にわたるもの） 

１回目 契約締結後３か月以内 

２回目以降 年度につき原則１回、毎年度６月末まで 

最終回 業務完了日の３か月前から業務完了日まで 

ウ 【例外規定】契約期間が６か月未満 

１回目 期間内の１回のみ（時期は契約ごとに指定） 

 

② 工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約・指定管理協定 

ア 単年度契約（契約期間が４月１日から翌年３月３１日までのもの） 

１回目 契約締結後３か月以内 

２回目 業務完了日の３か月前から業務完了日まで 

イ 複数年度契約（契約期間が複数年度にわたるもの） 

１回目 契約締結後３か月以内 

２回目以降 年度につき原則１回、毎年度６月末まで 

最終回 業務完了日の３か月前から業務完了日まで 
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(３) 提出方法 

次のメールアドレス宛てにご提出ください。メールの件名に契約件名を記載のうえ、

報告書を Excel 形式で添付してください。 

 koukeiyaku@city.tokyo-nakano.lg.jp  

 

(４) 注意事項 

① 報告書の提出義務は、受注者のみにあります。受注関係者が個別に提出する必要

はありません。 

② 報告書の設問は、専ら公契約に係る業務に従事する労働者について記載してくだ

さい。 

③ 提出者の名義は、報告時点での契約締結権者名としてください。 

④ 報告書様式は区ホームページからダウンロードしてください。複数年度契約の場

合、契約締結年度の様式を使用してください。 

トップページ＞事業者の方へ＞中野区公契約条例について＞中野区公契約条例について 
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工事様式 記載例１ 

 

 

  

令和 8 年 4 月 15 日

中野区長　宛て

契約件名

受託者名

所 在 地

所 属 ・ 氏 名

メールアドレス

1

2
確認事項2
10人未満の場合、「対象外」
を選択してください。

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

株式会社△△△△　代表取締役　□□　□□

【令和８年度】労働者等の労働条件に関する事項の報告書〈工事用〉

本契約の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、下記事項について事実と相
違ないことを報告します。

○○○○○○○○○○工事 契約番号 2026XXXXXX

東京都中野区中野●丁目●番●号　▲▲ビル 電話番号 03-XXXX-XXXX

担 当 者
管理部　■■　■■

報告回数 第 1 回
aaaaaaaaa@bbbbbb.ccc

記

確認項目 確認事項 確認欄

労働者等に係る雇用契約の
締結の状況

本業務の従事者に対して適正な雇用契約を締結している。 はい

常時雇用する従業員が10人以上いる場合、就業規則の内容を法
令に準じて適正に作成し、労働基準監督署に届出をしている。

はい

労働者に対して、就業規則等を周知している。 はい

労働者等に対する労働報酬
の支払の状況

賃金台帳等に基づいた適正な計算により賃金を支払っている。 はい

賃金について、通貨で直接又は口座振込等の方法により、全額
を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払っている。

はい

割増賃金の計算の基礎となる単価は適正である。 はい

時間外労働、休日労働及び深夜労働について、適正に割増賃金
を支払っている。

はい

労働者等の労働時間の管理
の状況

法定帳簿を適正に整備し、労務管理(労働時間、休暇・休日の
取得状況)を確実に行っている。

はい

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日以
上毎年時季を指定して与えている。

はい

法定帳簿その他労働関係に関する書類を3年間保存している。 はい

労働報酬下限額を支払わな
ければならない労働者等の
人数及び職種

当該契約(工事)に専ら従事する労働者等(下請負をしている場合は、下請負
先の労働者等を含む)で最も低い報酬額は、別添のとおりである。

約定事項の遵守の状況

条例別表「6 労働者等に対する周知」に基づき、周知すべき事
項について掲示、書面の交付を行っている。

いいえ

条例で定める労働報酬下限額以上の賃金等を支給している。 はい

はい

その他

建設業退職金共済に加入し、共済証紙を配布している。 はい

当該工事における施工体系図を作成し、掲示している。 はい

下請先との契約において、双方協議による適正な手順を踏ま
え、市場価格と照らし適正な金額で契約している。

はい

下請先の社会保険未加入対策を行っている。 はい

下請先への法令遵守指導及び労働報酬下限額以上の賃金等の支
払いの要請を行っている。

確認事項15～18
下請を行っていない場合、
「対象外」を選択してくださ
い。
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工事様式 記載例２ 

 

   

【区使用欄】記入不要です。　※補足情報を聞き取った場合など、必要に応じて区担当者が記入します。

項目 内容

【特記事項1】確認結果が「いいえ」の場合は、その理由及び改善予定等を記入してください。

確認事項番号 「いいえ」と回答した場合の理由・改善予定等

12 下請先の労働者に対して周知を行っていないため、○月○日までに対応する。
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工事様式 記載例３ 

 

   

No 職種 人数
最も低い
報酬額

(円／時間)

労働報酬
下限額

【参考】

1 普通作業員 20 3,200 3,037 株式会社○○○○ 一次

2 とび工 20 4,000 3,723 △△△△株式会社 一次

3 上記以外の職種 10 3,000 1,636 有限会社□□□□ 二次

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

No 職種

3 上記以外の職種

職務内容

元請の場合は「元請」
を、下請の場合は下請
次数（「一次」、「二
次」、「三次」）を選
択してください。

別添　労働者等の報酬額について

業者名及び元請・下請区分

※元請・下請業者ごとに職種別の賃金等の支給状況(最も低い報酬額)を記入してください。

※欄が足りない場合は、シートを複製してください。その際、Noが連番となるように修正してください。

【特記事項2】「上記以外の職種」または「未熟練工等」が従事している場合、職務内容を記入してください。

※職務内容は「○○工」や「清掃・片付け」のように、主要な業務を簡潔に記入してください。

解体工

※Noは上表の該当Noを記入してください。該当がない場合、本事項の記入は不要です。
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〔作成要領・注意事項〕 

(１) 区ホームページに公開されている報告書様式（Excel 形式）をダウンロードしてく

ださい。 

(２) 担当者名欄は、報告書の内容を説明できる者としてください。  

(３) 報告項目は、次のとおり作成してください。 

① 各報告項目の確認結果を確認欄に入力してください。確認欄をクリックすること

でプルダウンにより「はい」、「いいえ」（項目によっては「対象外」）を選択するこ

とができます。 

② 確認欄が「いいえ」の場合、当該項目については、報告書様式下部に報告項目の

番号、「いいえ」を選択した理由及び改善予定等を入力してください。 

(４) 別紙（労働者等の報酬額について）は、次のとおり作成してください。 

① 報告書提出時点で職種ごとの最も低い賃金等の１時間あたりの支払額と、その者

が所属する事業者名を入力してください。 

② 業者名・所在地は、事業者ごとに１箇所記載することで、その他の行への同一の

記載は省略することができます。 

③ 職種は、以下の職種から該当するものを選択してください。 

技能労働者職種一覧 

01 特殊作業員 14 運転手(特殊) 27 普通船員 40 タイル工 

02 普通作業員 15 運転手(一般) 28 潜水士 41 サッシ工 

03 軽作業員 16 潜かん工 29 潜水連絡員 42 屋根ふき工 

04 造園工 17 潜かん世話役 30 潜水送気員 43 内装工 

05 法面工 18 さく岩工 31 山林砂防工 44 ガラス工 

06 とび工 19 トンネル特殊工 32 軌道工 45 建具工 

07 石工 20 トンネル作業員 33 型わく工 46 ダクト工 

08 ブロック工 21 トンネル世話役 34 大工 47 保温工 

09 電工 22 橋りょう特殊工 35 左官 48 建築ブロック工 

10 鉄筋工 23 橋りょう塗装工 36 配管工 49 設備機械工 

11 鉄骨工 24 橋りょう世話役 37 はつり工 50 交通誘導警備員A 

12 塗装工 25 土木一般世話役 38 防水工 51 交通誘導警備員B 

13 溶接工 26 高級船員 39 板金工 
52 上記以外の職種、 

未熟練工等 

 

○ 職種の定義は、国土交通省ホームページを参照してください。 
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委託・指定管理協定様式 記載例１ 

 

   

令和 8 年 4 月 15 日

中野区長　宛て

契約件名
契約番号
指定管理協定の場合、空欄の
ままとしてください。

受託者名

所 在 地

所 属 ・ 氏 名

メールアドレス

1

2
確認事項2
10人未満の場合、「対象外」
を選択してください。

3

4

5

6

7

8

9

10

1時間あたり 1,550 円 職種 人

80 時間(想定・見込)

12

13

14

15

16

株式会社△△△△　代表取締役　□□　□□

【令和８年度】労働者等の労働条件に関する事項の報告書〈委託・協定用〉

本契約の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、下記事項について事実と相
違ないことを報告します。

○○○○○○○○○○業務委託 契約番号 2026XXXXXX

東京都中野区中野●丁目●番●号　▲▲ビル 電話番号 03-XXXX-XXXX

担 当 者
営業部　■■　■■

報告回数 第 1 回
aaaaaaaaa@bbbbbb.ccc

記

確認項目 確認事項 確認欄

労働者等に係る雇用契約の
締結の状況

本業務の従事者に対して適正な雇用契約を締結している。 はい

常時雇用する従業員が10人以上いる場合、就業規則の内容を法
令に準じて適正に作成し、労働基準監督署に届出をしている。

はい

労働者に対して、就業規則等を周知している。 はい

労働者等に対する労働報酬
の支払の状況

賃金台帳等に基づいた適正な計算により賃金を支払っている。 はい

賃金について、通貨で直接又は口座振込等の方法により、全額
を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払っている。

はい

割増賃金の計算の基礎となる単価は適正である。 はい

時間外労働、休日労働及び深夜労働について、適正に割増賃金
を支払っている。

はい

労働者等の労働時間の管理
の状況

法定帳簿を適正に整備し、労務管理(労働時間、休暇・休日の
取得状況)を確実に行っている。

はい

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日以
上毎年時季を指定して与えている。

はい

法定帳簿その他労働関係に関する書類を3年間保存している。 はい

労働報酬下限額を支払わな
ければならない労働者等の
人数及び職種

11

本業務に従事する労働者等で最も低い報酬額は以下のとおりである。

調理補助 人数 10

上記該当者1人あたりの平均総労働時間数(月) 約

はい

約定事項の遵守の状況

継続的な業務の場合、特段の事情がない限り希望する者の継続
雇用に努めている。

はい

条例別表「6 労働者等に対する周知」に基づき、周知すべき事
項について掲示、書面の交付を行っている。

いいえ

条例で定める労働報酬下限額以上の賃金等を支給している。 はい

再委託先との契約において、双方協議の上、市場価格と照らし
適正な金額で契約している。

はい

再委託先への法令遵守指導及び労働報酬下限額以上の支払いの
要請等を行っている。

確認事項15・16
再委託を行っていない場合、
「対象外」を選択してくださ
い。

最も低い報酬額
中野区が告示している下限額
以上であることを必ず確認し
てください。
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委託・指定管理協定様式 記載例２ 

 

 

  

【特記事項】確認結果が「いいえ」の場合は、その理由及び改善予定等を記入してください。

確認事項番号 「いいえ」と回答した場合の理由・改善予定等

13 再委託先の労働者に対して周知を行っていないため、○月○日までに対応する。

【区使用欄】記入不要です。　※補足情報を聞き取った場合など、必要に応じて区担当者が記入します。

項目 内容
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〔作成要領・注意事項〕 

(１) 区ホームページに公開されている報告書様式（Excel 形式）をダウンロードしてく

ださい。 

(２) 担当者名欄は、報告書の内容を説明できる者としてください。  

(３) 報告項目は、次のとおり作成してください。 

① 各報告項目の確認結果を確認欄に入力してください。確認欄をクリックすること

でプルダウンにより「はい」、「いいえ」（項目によっては「対象外」）を選択するこ

とができます。 

② 確認欄が「いいえ」の場合、当該項目については、報告書様式下部に報告項目の

番号、「いいえ」を選択した理由及び改善予定等を入力してください。 

(４)  確認事項 11 に記入する労働報酬下限額については、本件に専ら従事する再委託を

含めた全ての労働者のうち、本報告書提出時点で、最も低い賃金等の１時間あたりの

支払額を記載してください。職種については、対象労働者が従事する作業名を入力し

てください（「清掃」、「調理補助」等）。 
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９ 労働者等への周知 

受注者は労働者等に次に掲げる事項を周知しなければなりません。作業所等の見やすい

場所に掲示するか、労働者等に書面で交付します。 

 

労働者等に周知する事項 

(１) 公契約条例が適用される労働者等の範囲 

(２) 労働報酬下限額 

(３) 労働者等の継続雇用に努めること 

(４) 支払われた賃金が労働報酬下限額を下回る場合、労働者等は申出をすることができ

ること 

(５) 申出をするときの連絡先 

(６) 申出をしたことを理由に、解雇、請負契約又は委託契約の解除その他不利益な取扱

いを受けないこと 

○ 資料編の「労働者向け周知様式例」を参考に、ポスターやチラシ等を作成し、作業所

等の見やすい場所にポスター等を掲示する、又はチラシ等を労働者等すべてに配布する

など、周知を徹底してください。 

 

 

１０ 労働者等からの申出 

労働者等は、労働報酬が支払われない場合や労働報酬が基準額を下回る場合は、受注者

又は区にその事実を申し出ることができます。 

(１) 労働者等は、公契約に係る業務に従事した時間、その他の業務に従事した時間、労

働報酬の内訳を把握・管理し、労働報酬下限額を下回っていないか確認してください。 

(２) 労働報酬が基準額を下回る場合、労働者等は申出書に必要事項を記入し、受注者又

は区へ提出してください。 

(３) 受注者は、労働者等から問い合わせや申出があった場合、誠実に対応し労働報酬下

限額を下回っていたことが確認できた場合は、速やかに不足分の支払いを行ってくだ

さい。また、申出があった場合には、当該労働者に調査結果を回答するとともに、区

へ報告書を提出してください。 

(４) 受注者は、労働者等が申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利

益な取扱いをしてはなりません。 
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１１ 報告及び立入検査 

労働者等から区に申出があった場合又は検査が必要と認める場合、区は、受注者に対し

て報告を求めます。また、事業所等への立入り、書類やその他の物件の検査、関係者への

質問等、必要な検査を行います。受注者はこれらの調査に応じなければなりません。 

なお、立入検査をする職員は身分証明書を携帯し、関係者から請求があった場合はこれ

を提示します。 

 

 

１２ 是正措置 

報告又は立入検査の結果、受注者等に違反があれば、区は受注者に是正措置を命じ、受

注者は速やかに是正措置を講じるとともに、区が定める期日までに是正措置の内容を報告

しなければなりません。 

 

 

１３ 公契約の解除等 

区は次のいずれかに該当するときは、当該公契約を解除等することができます。また、

公契約を解除した場合において、区は受注者及び受注関係者に損害が発生してもその責任

を負いません。 

(１) 受注者が報告の求めに応じなかったとき、または虚偽の報告をしたとき 

(２) 受注者が立入検査を拒否したときや立入検査に非協力的であったとき（妨害、忌避、

質問に対して答弁せず、虚偽の答弁をしたとき） 

(３) 受注者が是正措置の求めに応じないとき 

(４) 受注者からの是正報告がされないとき、または是正報告が虚偽であったとき 

 

 

１４ 損賠償責任・違約金 

受注者は、区が公契約の解除等をした場合において、当該公契約の解除等により区に損

害が生じたときは、その損害を賠償しなければなりません。 

また、区は公契約の解除に伴う違約金を徴収することができます。 
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１５ 公表 

公契約の解除等をしたとき、または公契約の終了後に受注者や受注関係者が公契約条例

に基づく契約条項に違反が判明したときは、以下の事項を公表します。 

 

(１) 公表する事項 

① 当該受注者又は受注関係者の氏名及び住所 

（法人その他の団体であるときは、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

② 当該公表に係る違反の内容 

③ 当該公契約の件名及び締結日 

④ 公契約を解除した場合、解除日及び理由 

⑤ その他区長が必要と認める事項 

 

(２) 公表の方法 

区ホームページに掲載します。 

 

 

１６ よくある質問 

公契約に従事する労働者の方々や事業者の方々からのお問いあわせのうち、よく寄せら

れるものについて紹介します。 

 

労働者編 

質問 回答 

自分の働いている業務は公契約条例の対

象となっていますか。 

 

雇用主又は区に確認してください。また、

区ホームページで、公契約条例の対象とな

っている契約の一覧を公表しています。 

労働報酬下限額の考え方は支給額基準で

すか、それとも手取り額基準ですか。 

 

 

支給額基準です。このため、労働報酬下

限額を遵守している場合でも、手取り額を

労働時間数で割った額が下限額を下回る場

合があります。 

公契約条例が適用される業務に従事して

いますが報酬が基準額未満です。相談は雇

用主と区のどちらにしたらよいですか。 

相談先は、雇用主と区のどちらでも構い

ません。 

 

区への相談・申出はどのようにすればよ

いですか。 

相談はどの方法でも構いません。申出は

窓口・郵送又はメールでお願いします。 
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事業者編 

質問 回答 

予定価格１千万円未満の委託契約が変更

契約により契約額が１千万円以上となりま

した。公契約条例適用になりますか。 

 

適用になりません。当初の予定価格で適

用対象かどうかが決まります。変更契約に

より適用対象に該当したり外れたりするこ

とはありません。 

複数年度契約の場合、公契約条例の対象

を判断する予定価格は１年あたりの金額に

なりますか。 

 

 

予定価格は契約期間にかかわらず総額に

て適用の判断をします。例えば、４年契約

総額の予定価格が１千２百万円（１年あた

り３百万円）の委託契約も公契約条例が適

用されます。 

「労働者等の労働条件等に関する事項の

報告書」は下請業者が提出してもよいです

か。 

報告書は必ず受注者（元請業者）が責任

をもって提出してください。 

 

受注者が下請業者に支払っている単価を

報告書に記載しても構いませんか。 

 いけません。下請業者が労働者に支払っ

ている額を確認のうえ報告してください。 

公契約条例が適用される業務に従事して

いる労働者から、年収の壁の関係で報酬単

価を労働報酬下限額よりも低くしてほしい

旨の申出がありました。申出のとおり、報

酬単価を下限額より下げてもよいですか。 

いけません。労働者からの申出や同意が

あった場合でも、報酬単価は労働報酬下限

額以上とする必要があります。年収額調整

が必要な場合は、労働時間数での調整をお

願いします。 
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（資料１）公契約条例の適用となる案件の流れ 

 

 

  

賃金の支払い 賃金の確認

報告書の提出
(業務完了前指定期間内)

下限額未満等の違反が疑
われる場合は次頁へ

報告書の確認

契約締結
(特約条項の添付)

労働者へ公契約条例の内
容を周知

業務の履行
賃金の支払い

役務の提供

報告書の提出
(契約締結後指定期間内)

報告書の確認

労働者等

労働報酬下限額の決定 告示

公契約条例適用契約であ
ることを明示して公告・
指名

中野区

公契約審議会の答申

受注者等
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労働報酬下限額を下回る等の場合 

 

 

 

 

  

申出の確認
対応方法の検討

受注者に申出

報告内容の確認
必要に応じて検査

誠実に対応
区に報告

不足賃金の受領
(不利益な取扱禁止)

中野区 受注者等 労働者等

公表

是正結果の報告

契約解除

※検査又は是正措置において不
誠実な対応がある等、条例別表
１１の項に該当した場合のみ。

損害賠償

措置の報告確認

検査結果の確認

違反の判明
是正措置命令

是正内容の報告確認
検査終了

検査の対応
(報告、資料提出、立入検査等)

※不誠実な対応があった場合、
条例別表１１の項に基づき契約
解除を行うことができ、区は受
注者又は受注関係者に生じた損
害を賠償する責任を負わない。

是正措置
区へ報告

※不誠実な対応があった場合、
条例別表１１の項に基づき契約
解除を行うことができ、区は受
注者又は受注関係者に生じた損
害を賠償する責任を負わない。

検査結果の確認

不足賃金の受領
(不利益な取扱禁止)

中野区 受注者等 労働者等

区に申出

検査の実施

申出の確認
対応方法の検討



29 

（資料２）労働者等の労働条件に関する事項の報告書〈工事用〉 

 

 

令和 年 月 日

中野区長　宛て

契約件名

受託者名

所 在 地

所 属 ・ 氏 名

メールアドレス

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

【令和８年度】労働者等の労働条件に関する事項の報告書〈工事用〉

本契約の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、下記事項について事実と相
違ないことを報告します。

担 当 者

契約 番号

電話 番号

報告 回数 第 回

記

確認項目 確認事項 確認欄

本業務の従事者に対して適正な雇用契約を締結している。

労働報酬下限額を支払わな
ければならない労働者等の
人数及び職種

当該契約(工事)に専ら従事する労働者等(下請負をしている場合は、下請負
先の労働者等を含む)で最も低い報酬額は、別添のとおりである。

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日以
上毎年時季を指定して与えている。

法定帳簿その他労働関係に関する書類を3年間保存している。

労働者に対して、就業規則等を周知している。

賃金台帳等に基づいた適正な計算により賃金を支払っている。

賃金について、通貨で直接又は口座振込等の方法により、全額
を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払っている。

割増賃金の計算の基礎となる単価は適正である。

労働者等に係る雇用契約の
締結の状況

労働者等に対する労働報酬
の支払の状況

労働者等の労働時間の管理
の状況

時間外労働、休日労働及び深夜労働について、適正に割増賃金
を支払っている。

法定帳簿を適正に整備し、労務管理(労働時間、休暇・休日の
取得状況)を確実に行っている。

常時雇用する従業員が10人以上いる場合、就業規則の内容を法
令に準じて適正に作成し、労働基準監督署に届出をしている。

約定事項の遵守の状況

その他

条例別表「6 労働者等に対する周知」に基づき、周知すべき事
項について掲示、書面の交付を行っている。

条例で定める労働報酬下限額以上の賃金等を支給している。

建設業退職金共済に加入し、共済証紙を配布している。

当該工事における施工体系図を作成し、掲示している。

下請先との契約において、双方協議による適正な手順を踏ま
え、市場価格と照らし適正な金額で契約している。

下請先の社会保険未加入対策を行っている。

下請先への法令遵守指導及び労働報酬下限額以上の賃金等の支
払いの要請を行っている。



30 

 

   

【区使用欄】記入不要です。　※補足情報を聞き取った場合など、必要に応じて区担当者が記入します。

項目 内容

【特記事項1】確認結果が「いいえ」の場合は、その理由及び改善予定等を記入してください。

確認事項番号 「いいえ」と回答した場合の理由・改善予定等
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No 職種 人数
最も低い
報酬額

(円／時間)

労働報酬
下限額
【参考】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

No 職種 職務内容

業者名及び元請・下請区分

別添　労働者等の報酬額について

※元請・下請業者ごとに職種別の賃金等の支給状況(最も低い報酬額)を記入してください。

※欄が足りない場合は、シートを複製してください。その際、Noが連番となるように修正してください。

【特記事項2】「上記以外の職種」または「未熟練工等」が従事している場合、職務内容を記入してください。

※職務内容は「○○工」や「清掃・片付け」のように、主要な業務を簡潔に記入してください。

※Noは上表の該当Noを記入してください。該当がない場合、本事項の記入は不要です。
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（資料３）労働者等の労働条件に関する事項の報告書〈委託・協定用〉 

 

 

  

令和 年 月 日

中野区長　宛て

契約件名

受託者名

所 在 地

所 属 ・ 氏 名

メールアドレス

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1時間あたり 円 職種 人

時間(想定・見込)

12

13

14

15

16

労働報酬下限額を支払わな
ければならない労働者等の
人数及び職種

約定事項の遵守の状況

継続的な業務の場合、特段の事情がない限り希望する者の継続
雇用に努めている。

条例別表「6 労働者等に対する周知」に基づき、周知すべき事
項について掲示、書面の交付を行っている。

条例で定める労働報酬下限額以上の賃金等を支給している。

再委託先との契約において、双方協議の上、市場価格と照らし
適正な金額で契約している。

再委託先への法令遵守指導及び労働報酬下限額以上の支払いの
要請等を行っている。

本業務に従事する労働者等で最も低い報酬額は以下のとおりである。

人数

上記該当者1人あたりの平均総労働時間数(月) 約

11

労働者等に係る雇用契約の
締結の状況

労働者等に対する労働報酬
の支払の状況

労働者等の労働時間の管理
の状況

時間外労働、休日労働及び深夜労働について、適正に割増賃金
を支払っている。

法定帳簿を適正に整備し、労務管理(労働時間、休暇・休日の
取得状況)を確実に行っている。

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日以
上毎年時季を指定して与えている。

法定帳簿その他労働関係に関する書類を3年間保存している。

本業務の従事者に対して適正な雇用契約を締結している。

常時雇用する従業員が10人以上いる場合、就業規則の内容を法
令に準じて適正に作成し、労働基準監督署に届出をしている。

労働者に対して、就業規則等を周知している。

賃金台帳等に基づいた適正な計算により賃金を支払っている。

賃金について、通貨で直接又は口座振込等の方法により、全額
を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払っている。

割増賃金の計算の基礎となる単価は適正である。

担 当 者

記

確認項目 確認事項 確認欄

電話番号

報告回数 第 回

本契約の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、下記事項について事実と相
違ないことを報告します。

【令和８年度】労働者等の労働条件に関する事項の報告書〈委託・協定用〉

契約番号
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【特記事項】確認結果が「いいえ」の場合は、その理由及び改善予定等を記入してください。

確認事項番号 「いいえ」と回答した場合の理由・改善予定等

【区使用欄】記入不要です。　※補足情報を聞き取った場合など、必要に応じて区担当者が記入します。

項目 内容
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（資料４）労働者向け周知様式例 

 

中野区公契約に関するお知らせ 

あなたのお仕事には、「中野区公契約条例」が適用されます。 

この条例に基づき、中野区が定める賃金の下限額が定められています。 

※条例では、賃金の下限額のことを「労働報酬下限額」といいます。 

ご自身の賃金が労働報酬下限額より低いと思う場合、中野区または受注者等に申し出る

ことができます。申出をしたことにより、不利益な取り扱いを受けることはありません。 

また、下請業者や再委託先の労働者において、賃金が労働報酬下限額を下回っており是

正されない場合は、受注者（元請）が連帯して賃金を支払うことが定められています。 

件  名  

契約期間  

履行場所  

 

○ 中野区公契約条例が適用される労働者の範囲 

適用される 

労働者 

① 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労

働基準法第９条に規定する労働者（正社員、日雇い労働者、パート、ア

ルバイト等） 

② 労働者派遣法の規定により公契約に係る業務に派遣される者 

③ 自らが提供する役務の対価を得るため、受注者等との請負の契約に

より公契約に係る業務に従事する者（いわゆる一人親方） 

適用されない 

労働者 

① 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事

使用人  

② 労働者ではない者（ボランティア、会社役員等） 

③ 最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者 

※使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る 

④ 公契約に係る業務に直接従事しない者（事務員、材料の製造に従事す

る者等） 

⑤ 公契約に従事した時間が１か月あたり３０分未満の者 

⑥ 工事又は製造の請負の契約の場合における現場技術者（現場代理人、

監理技術者、主任技術者） 

 

○ 労働報酬下限額 

工事請負契約 
公共工事設計労務単価の９０％に基づき定める１時間あたりの金額 

※未熟練工等は別に規定、金額は別表参照 

業務委託及び 

指定管理協定 
１時間あたり１，５１０円（※） 

※ ただし、「軽井沢少年自然の家」（長野県）における指定管理協定の労働報酬下限額は、

１時間あたり１，３０６円とする。 
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○ 申出をする場合の申出先 

労働者は、基準額以上の労働報酬を受け取っていない場合は、その旨を受注者又は区

に文書で申出することができます。なお、当該申出をしたことにより、解雇、請負契約

の解除その他不利益な取り扱いを受けることはありません。 

申出先 申出書提出先 連絡先 

受注者    

発注者 中野区総務部契約課 
〒164-8501 

中野区中野四丁目11番19号 
03-3228-8903 

 

【別表】工事請負契約に係る労働報酬下限額（単位：円／時間） 

職種 労働報酬下限額 職種 労働報酬下限額 

01 特殊作業員 ３,４５３ 27 普通船員 ３,６７８ 

02 普通作業員 ３,０３７ 28 潜水士 ５,９２８ 

03 軽作業員 ２,１０３ 29 潜水連絡員 ４,２９７ 

04 造園工 ３,１１６ 30 潜水送気員 ４,０３８ 

05 法面工 ３,７８０ 31 山林砂防工 ３,６５６ 

06 とび工 ３,７２３ 32 軌道工 ６,６０３ 

07 石工 ３,７２３ 33 型わく工 ３,７１２ 

08 ブロック工 ３,６４５ 34 大工 ３,４４２ 

09 電工 ３,８５８ 35 左官 ３,８０２ 

10 鉄筋工 ３,８０２ 36 配管工 ３,３８６ 

11 鉄骨工 ３,３５２ 37 はつり工 ３,５１０ 

12 塗装工 ４,１０６ 38 防水工 ４,２９７ 

13 溶接工 ４,２８６ 39 板金工 ４,０２７ 

14 運転手（特殊） ３,４９８ 40 タイル工 ３,１２７ 

15 運転手（一般） ２,８８０ 41 サッシ工 ３,７４６ 

16 潜かん工 ４,１９６ 42 屋根ふき工 ４,０２７ 

17 潜かん世話役 ５,０２８ 43 内装工 ３,８７０ 

18 さく岩工 ４,７２５ 44 ガラス工 ３,７５７ 

19 トンネル特殊工 ４,２５２ 45 建具工 ３,８７０ 

20 トンネル作業員 ３,６１１ 46 ダクト工 ３,３８６ 

21 トンネル世話役 ４,８１５ 47 保温工 ３,２１７ 

22 橋りょう特殊工 ４,１２８ 48 建築ブロック工 ３,７２３ 

23 橋りょう塗装工 ４,１０６ 49 設備機械工 ３,１５０ 

24 橋りょう世話役 ４,７２５ 50 交通誘導警備員Ａ ２,３０６ 

25 土木一般世話役 ３,８７０ 51 交通誘導警備員Ｂ ２,１０３ 

26 高級船員 ４,４６６ 52 
上記以外の職種、 

未熟練工等 
１,６３６ 
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周知用ポスター〈工事用〉 
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周知用ポスター〈委託・協定用〉 
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周知用カード〈工事用〉 
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周知用カード〈委託・協定用〉 
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（資料５）労働報酬に係る申出書 

 

令和 年 月 日 

       宛て 

住所                 

氏名                 

電話番号               

 

労働報酬に係る申出書 

 

中野区公契約条例に定められている労働報酬下限額以上の賃金等を受け取っていないた

め、下記のとおり申し出ます。 

 

 

件名   

申出内容   

支払者   

支払日  令和 年 月 日 

労働報酬額       円 

 

※ 賃金等は１時間あたりの金額を記載してください。 
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（資料６）労働報酬に係る申出に対する報告要求書 

 

令和 年 月 日 

       様 

 

中野区長           

 

労働報酬に係る申出に対する報告要求書 

 

中野区公契約条例第１１条の規定に基づき、労働者等からの申出について、次のとおり

報告を求めます。 

 

件名   

申出年月日  令和 年 月 日 

報告を求める事項 

  

担当者連絡先 

所属   

氏名   

連絡先  

 

  



42 

（資料７）労働報酬に係る申出に対する報告書 

 

令和 年 月 日 

 

中野区長 宛て 

 

所在地               

報告者               

 

労働報酬に係る申出に対する報告書 

 

労働者等からの申出について、次のとおり報告します。 

なお、申出者に対しては、報告内容を回答していることを申し添えます。 

 

件名   

報告内容 

  

担当者連絡先 

所属   

氏名   

連絡先  
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（資料８）立入検査通知書 

 

令和 年 月 日 

       様 

 

中野区長           

 

立入検査通知書 

 

中野区公契約条例第１１条の規定に基づき、労働者等からの申出の事実の確認または労

働者等の労働環境を確認するため、次のとおり立入検査を実施します。 

 

件名   

検査事項 

  

立入検査日時 令和 年 月 日 時 

担当者連絡先 

所属   

氏名   

連絡先  
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（資料９）是正措置通知書 

 

令和 年 月 日 

       様 

 

中野区長           

 

是正措置通知書 

 

中野区公契約条例別表９の項の規定に基づき、公契約における労働環境について、次の

とおり是正措置を講ずるよう求めます。 

 

件名   

是正措置を 

求める事項 

  

担当者連絡先 

所属   

氏名   

連絡先  
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（資料１０）是正措置報告書 

 

令和 年 月 日 

 

中野区長 宛て 

 

所在地               

報告者               

 

是正措置報告書 

 

公契約における労働環境に係る是正措置の求めについて、次のとおり措置を講じました

ので報告します。 

 

件名   

講じた措置の内容 

  

措置日  令和 年 月 日 

担当者連絡先 

所属   

氏名   

連絡先  
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（資料１１）令和８年度労働報酬下限額一覧 

 

１ 工事又は製造の請負契約 

 

 

２ 工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約並びに指定管理協定 

(単位：円／時間) 

１,５１０ 

 

※ ただし、「軽井沢少年自然の家」における指定管理協定の労働報酬下限額は、１時間あ

たり１,３０６円とする。 

 

  

(単位：円／１時間あたり)

職種 労働報酬下限額 職種 労働報酬下限額

01 特殊作業員 ３,４５３ 27 普通船員 ３,６７８

02 普通作業員 ３,０３７ 28 潜水士 ５,９２８

03 軽作業員 ２,１０３ 29 潜水連絡員 ４,２９７

04 造園工 ３,１１６ 30 潜水送気員 ４,０３８

05 法面工 ３,７８０ 31 山林砂防工 ３,６５６

06 とび工 ３,７２３ 32 軌道工 ６,６０３

07 石工 ３,７２３ 33 型わく工 ３,７１２

08 ブロック工 ３,６４５ 34 大工 ３,４４２

09 電工 ３,８５８ 35 左官 ３,８０２

10 鉄筋工 ３,８０２ 36 配管工 ３,３８６

11 鉄骨工 ３,３５２ 37 はつり工 ３,５１０

12 塗装工 ４,１０６ 38 防水工 ４,２９７

13 溶接工 ４,２８６ 39 板金工 ４,０２７

14 運転手(特殊) ３,４９８ 40 タイル工 ３,１２７

15 運転手(一般) ２,８８０ 41 サッシ工 ３,７４６

16 潜かん工 ４,１９６ 42 屋根ふき工 ４,０２７

17 潜かん世話役 ５,０２８ 43 内装工 ３,８７０

18 さく岩工 ４,７２５ 44 ガラス工 ３,７５７

19 トンネル特殊工 ４,２５２ 45 建具工 ３,８７０

20 トンネル作業員 ３,６１１ 46 ダクト工 ３,３８６

21 トンネル世話役 ４,８１５ 47 保温工 ３,２１７

22 橋りょう特殊工 ４,１２８ 48 建築ブロック工 ３,７２３

23 橋りょう塗装工 ４,１０６ 49 設備機械工 ３,１５０

24 橋りょう世話役 ４,７２５ 50 交通誘導警備員Ａ ２,３０６

25 土木一般世話役 ３,８７０ 51 交通誘導警備員Ｂ ２,１０３

26 高級船員 ４,４６６ 52
上記以外の職種、
未熟練工等

１,６３６



47 

（資料１２）公契約約款特約条項（工事請負契約） 

 

（労働関係法令の遵守） 

第１条 乙は、労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働組合法（昭和24年法律第174号）、

労働安全衛生法（昭和47年法律第57条）、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇

用管理の改善に関する法律（平成５年法律第76号）、労働契約法（平成19年法律128号）

を遵守しなければならない。 

２ 乙は、中野区公契約条例（令和４年中野区条例第８号。以下「条例」という。）第２条

第４号イに掲げる労働者等と請負契約又は委託契約を締結しようとするときは、前項に

掲げる法律の趣旨を尊重して契約しなければならない。 

（労働報酬の支払） 

第２条 乙及び条例第２条第３号に規定する受注関係者（以下「受注関係者」という。）は、

条例第２条第４号に規定する労働者等（以下「労働者等」という。）（最低賃金法（昭和

34年法律第137号）第７条に規定する労働者を除く。第３条、第５条及び第６条において

同じ。）に対し、条例第７条第１項の区長が定める額（以下「労働報酬下限額」という。）

以上の同項に規定する賃金等（以下「賃金等」という。）を支払わなければならない。 

（乙の連帯責任） 

第３条 乙は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の額が労働報酬下限額を下

回るときは、その差額に相当する賃金等について、乙が当該受注関係者と連帯して支払

う義務を負う。 

（区長への報告） 

第４条 乙は、中野区公契約条例施行規則（令和４年中野区規則第35号）第10条に定める

ところにより、別に定める報告書を作成し、区長が指定する日までに区長に提出しなけ

ればならない。 

（労働者等に対する周知） 

第５条 乙は、次に掲げる事項を、作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示又は書面を

交付することによって労働者等に周知しなければならない。 

⑴ 労働者等の範囲 

⑵ 労働報酬下限額 

⑶ 第３条の規定の内容 

⑷ 条例第10条の規定の内容 

⑸ 条例第10条に規定する申出をする場合の連絡先 

⑹ 第６条の規定の内容 

（不利益取扱いの禁止） 

第６条 乙及び受注関係者は、労働者等から条例第10条の規定による申出があった場合は、

誠実に対応するとともに、労働者等が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の

解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 

（報告及び立入検査） 

第７条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙又は受注関係者に対して必要

な報告を求め、又はその職員に、当該事業所等に立ち入り、労働者等の労働条件又は契
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約条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

⑴ 労働者等から条例第10条の規定による申出があった場合 

⑵ 条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要があると認める場合 

２ 乙及び受注関係者は、前項及び条例第11条第１項の規定による報告の求め及び立入検

査に応じなければならない。 

（是正措置） 

第８条 区長は、前条第１項及び条例第11条第１項の報告又は立入検査の結果、乙又は受

注関係者が条例の規定又はこの特約の定めに違反していると認めるときは、乙に対し、

速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

２ 乙は、前項及び条例別表９項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずる

ことを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、その結果について報告しなけ

ればならない。 

（公契約等の解除） 

第９条 甲は、乙又は受注関係者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解

除することができる。 

⑴ 第７条第１項及び条例第11条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

⑵ 前条第１項及び条例別表９の項の規定による命令に違反したとき。 

⑶ 前条第２項及び条例別表10の項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと

き。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、乙又は受注関係者に損害が生じても、

区はその損害を賠償する責任を負わない。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、第９条第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、それによ

って区に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（違約金） 

第１１条 甲が第９条第１項の規定によりこの契約を解除した場合は、乙から違約金を徴

収することができる。この場合において、工事請負標準約款第52条第２項及び第６項の

規定を準用する。 

（受注関係者と締結する契約） 

第１２条 乙は、受注関係者と締結する契約において、乙が遵守すべき当該特約条項につ

いて、受注関係者が乙に準じて当該特約条項を遵守することを定めなければならない。   
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（資料１３）公契約約款特約条項（業務委託契約） 

 

（労働関係法令の遵守） 

第１条 乙は、労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働組合法（昭和24年法律第174号）、

労働安全衛生法（昭和47年法律第57条）、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇

用管理の改善に関する法律（平成５年法律第76号）、労働契約法（平成19年法律128号）

を遵守しなければならない。 

２ 乙は、中野区公契約条例（令和４年中野区条例第８号。以下「条例」という。）第２条

第４号イに掲げる労働者等と請負契約又は委託契約を締結しようとするときは、前項に

掲げる法律の趣旨を尊重して契約しなければならない。 

（労働報酬の支払） 

第２条 乙及び条例第２条第３号に規定する受注関係者（以下「受注関係者」という。）は、

条例第２条第４号に規定する労働者等（以下「労働者等」という。）（最低賃金法（昭和

34年法律第137号）第７条に規定する労働者を除く。第４条、第６条及び第７条において

同じ。）に対し、条例第７条第１項の区長が定める額（以下「労働報酬下限額」という。）

以上の同項に規定する賃金等（以下「賃金等」という。）を支払わなければならない。 

（乙の継続雇用） 

第３条 乙は、継続性のある業務に関する公契約に係る当該業務に従事する労働者等の雇

用の安定並びに当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、当該公契約の締結前か

ら当該業務に従事していた労働者等のうち希望するものを雇用するように努めるものと

する。 

（乙の連帯責任） 

第４条 乙は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の額が労働報酬下限額を下

回るときは、その差額に相当する賃金等について、乙が当該受注関係者と連帯して支払

う義務を負う。 

（区長への報告） 

第５条 乙は、中野区公契約条例施行規則（令和４年中野区規則第35号）第10条に定める

ところにより、別に定める報告書を作成し、区長が指定する日までに区長に提出しなけ

ればならない。 

（労働者等に対する周知） 

第６条 乙は、次に掲げる事項を、作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示又は書面を

交付することによって労働者等に周知しなければならない。 

⑴ 労働者等の範囲 

⑵ 労働報酬下限額 

⑶ 第４条の規定の内容 

⑷ 条例第10条の規定の内容 

⑸ 条例第10条に規定する申出をする場合の連絡先 

⑹ 第７条の規定の内容 

（不利益取扱いの禁止） 

第７条 及び受注関係者は、労働者等から条例第10条の規定による申出があった場合は、
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誠実に対応するとともに、労働者等が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の

解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 

（報告及び立入検査） 

第８条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙又は受注関係者に対して必要

な報告を求め、又はその職員に、当該事業所等に立ち入り、労働者等の労働条件又は契

約条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

⑴ 労働者等から条例第10条の規定による申出があった場合 

⑵ 条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要があると認める場合 

２ 乙及び受注関係者は、前項及び条例第11条第１項の規定による報告の求め及び立入検

査に応じなければならない。 

（是正措置） 

第９条 区長は、前条第１項及び条例第11条第１項の報告又は立入検査の結果、乙又は受

注関係者が条例の規定又はこの特約の定めに違反していると認めるときは、乙に対し、

速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

２ 乙は、前項及び条例別表９の項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ず

ることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、その結果について報告しな

ければならない。 

（公契約等の解除） 

第１０条 甲は、乙又は受注関係者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を

解除することができる。 

⑴ 第８条第１項及び条例第11条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

⑵ 前条第１項及び条例別表９の項の規定による命令に違反したとき。 

⑶ 前条第２項及び条例別表10の項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと

き。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、乙又は受注関係者に損害が生じても、

区はその損害を賠償する責任を負わない。 

（損害賠償） 

第１１条 乙は、第10条第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、それによ

って区に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（違約金） 

第１２条 甲が第10条第１項の規定によりこの契約を解除した場合は、乙から違約金を徴

収することができる。この場合において、物品共通標準約款第22条第２項から第４項の

規定を準用する。 

（受注関係者と締結する契約） 

第１３条 乙は、受注関係者と締結する契約において、乙が遵守すべき当該特約条項につ

いて、受注関係者が乙に準じて当該特約条項を遵守することを定めなければならない。   
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（資料１４）公契約約款特約条項（指定管理協定） 

 

（労働関係法令の遵守） 

第１条 乙は、労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働組合法（昭和24年法律第174号）、

労働安全衛生法（昭和47年法律第57条）、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇

用管理の改善に関する法律（平成５年法律第76号）、労働契約法（平成19年法律128号）

を遵守しなければならない。 

２ 乙は、中野区公契約条例（令和４年中野区条例第８号。以下「条例」という。）第２条

第４号イに掲げる労働者等と請負契約又は委託契約を締結しようとするときは、前項に

掲げる法律の趣旨を尊重して契約しなければならない。 

（労働報酬の支払） 

第２条 乙及び条例第２条第３号に規定する受注関係者（以下「受注関係者」という。）は、

条例第２条第４号に規定する労働者等（以下「労働者等」という。）（最低賃金法（昭和

34年法律第137号）第７条に規定する労働者を除く。第４条、第６条及び第７条において

同じ。）に対し、条例第７条第１項の区長が定める額（以下「労働報酬下限額」という。）

以上の同項に規定する賃金等（以下「賃金等」という。）を支払わなければならない。 

（乙の継続雇用） 

第３条 乙は、継続性のある業務に関する公契約に係る当該業務に従事する労働者等の雇

用の安定並びに当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、当該公契約の締結前か

ら当該業務に従事していた労働者等のうち希望するものを雇用するように努めるものと

する。 

（乙の連帯責任） 

第４条 乙は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の額が労働報酬下限額を下

回るときは、その差額に相当する賃金等について、乙が当該受注関係者と連帯して支払

う義務を負う。 

（区長への報告） 

第５条 乙は、中野区公契約条例施行規則（令和４年中野区規則第35号）第10条に定める

ところにより、別に定める報告書を作成し、区長が指定する日までに区長に提出しなけ

ればならない。 

（労働者等に対する周知） 

第６条 乙は、次に掲げる事項を、作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示又は書面を

交付することによって労働者等に周知しなければならない。 

⑴ 労働者等の範囲 

⑵ 労働報酬下限額 

⑶ 第４条の規定の内容 

⑷ 条例第10条の規定の内容 

⑸ 条例第10条に規定する申出をする場合の連絡先 

⑹ 第７条の規定の内容 

（不利益取扱いの禁止） 

第７条 乙及び受注関係者は、労働者等から条例第10条の規定による申出があった場合は、
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誠実に対応するとともに、労働者等が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の

解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 

（報告及び立入検査） 

第８条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙又は受注関係者に対して必要

な報告を求め、又はその職員に、当該事業所等に立ち入り、労働者等の労働条件又は契

約条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

⑴ 労働者等から条例第10条の規定による申出があった場合 

⑵ 条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要があると認める場合 

２ 乙及び受注関係者は、前項及び条例第11第１項の規定による報告の求め及び立入検査

に応じなければならない。 

（是正措置） 

第９条 区長は、前条第１項及び条例第11条第１項の報告又は立入検査の結果、乙又は受

注関係者が条例の規定又はこの特約の定めに違反していると認めるときは、乙に対し、

速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

２ 乙は、前項及び条例別表９の項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ず

ることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、その結果について報告しな

ければならない。 

（協定の解除） 

第１０条 甲は、乙又は受注関係者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理の

協定を解除することができる。 

⑴ 第８条第１項及び条例第11条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

⑵ 前条第１項及び条例別表９の項の規定による命令に違反したとき。 

⑶ 前条第２項及び条例別表10の項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと

き。 

２ 前項の規定により協定を解除した場合において、乙又は受注関係者に損害が生じても、

区はその損害を賠償する責任を負わない。 

（損害賠償） 

第１１条 乙は、第10条第１項の規定によりこの協定を解除した場合において、それによ

って区に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（違約金） 

第１２条 甲が第10条第１項の規定によりこの協定を解除した場合は、乙から違約金を徴

収することができる。 

（受注関係者と締結する契約） 

第１３条 乙は、受注関係者と締結する契約において、乙が遵守すべき当該特約条項につ

いて、受注関係者が乙に準じて当該特約条項を遵守することを定めなければならない。   
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（資料１５）中野区公契約条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、公契約に関し、基本方針を定め、中野区（以下「区」という。）及び

受注者の責務を明らかにするとともに、公契約の締結において必要な事項を定めること

により、公契約に係る入札、契約等の適正化、労働者等に係る適正な労働条件の確保並

びに公契約の適正な履行及び品質の確保を図り、もって地域経済の活性化及び区民の福

祉の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 公契約 区が締結する工事、製造その他の請負契約及び業務委託契約並びに地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により区の指定を受け

た者と締結する公の施設の管理に関する協定（以下「指定管理協定」という。）をいう。 

⑵ 受注者 区と公契約を締結する者をいう。 

⑶ 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 区以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者（次号イに

掲げる労働者等を除く。） 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

６０年法律第８８号）の規定により受注者又はアに掲げる受注関係者に次号アに掲

げる労働者等を派遣する者 

⑷ 労働者等 次に掲げる者をいう。 

ア 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法（昭

和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業

又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。） 

イ 受注者又は受注関係者との契約により、公契約に係る業務の一部を請け負い、又

は受託する者で、当該業務を他の者を使用しないで行うもの 

⑸ 労働報酬 公契約に係る業務についての労働の報酬で次に掲げるものをいう。 

ア 前号アに掲げる労働者等がその雇用する受注者又は受注関係者から得る賃金 

イ 前号イに掲げる労働者等が同号イの契約により得る収入 

（基本方針） 

第３条 区が公契約を締結するにあたっては、次に掲げる事項を基本方針とする。 

⑴ 公契約に係る手続の透明性を確保し、公正な競争を促進すること。 

⑵ 談合その他の不正行為を排除すること。 

⑶ 受注者において労働者等について適正な労働条件を確保させること。 

⑷ 公契約の適正な履行及び品質を確保すること。 

⑸ 区内の事業者が公契約を受注する機会を確保するよう努めること。 

（区の責務） 

第４条 区は、前条に規定する基本方針にのっとり、公契約に関する施策を総合的に策定

し、及び実施するものとする。 

（受注者の責務） 

第５条 受注者は、公契約に係る業務の公共性を認識し、法令を遵守するとともに、公契
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約に従事する労働者等に係る労働条件を適正なものとするよう努めるものとする。 

２ 受注者は、公契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、又は委託しようとすると

きは、区内の事業者が当該公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する機会を確

保するよう努めるものとする。 

（適用範囲） 

第６条 次条から第１２条までの規定は、公契約のうち次に掲げるものについて適用する。 

⑴ 工事又は製造の請負契約でその予定価格が１８０，０００，０００円以上のもの 

⑵ 工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約のうち、その予定価格が１０，００

０，０００円以上のもので規則で定めるもの 

⑶ 指定管理協定（規則で定めるものを除く。） 

２ 前項の規定は、公契約の受注者が国、地方公共団体その他区長が必要と認める者であ

る場合については、適用しない。 

（労働者等の労働報酬） 

第７条 区は、公契約において、その受注者及び受注関係者が労働者等（最低賃金法（昭

和３４年法律第１３７号）第７条に規定する労働者を除く。第１１条第１項並びに別表

１の項から３の項まで及び５の項を除き、以下同じ。）に対し区長が定める額（以下「労

働報酬下限額」という。）以上の額の労働報酬（前条第１項第２号及び第３号に掲げる公

契約に係る労働報酬にあっては、同法第４条第３項各号に掲げる賃金を除く。以下同じ。）

を支払わなければならないことを約定するものとする。 

２ 労働報酬下限額は、時間によって定めるものとする。 

３ 労働報酬が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている場

合における当該労働報酬の額を時間についての金額に換算する方法は、規則で定める。 

（労働報酬下限額の決定等） 

第８条 労働報酬下限額は、次の各号に掲げる労働者等の区分に応じ、当該各号に定める

事項その他の事情を勘案して定めるものとする。 

⑴ 第６条第１項第１号に掲げる公契約に係る労働者等 農林水産省及び国土交通省が

決定する公共工事の工事費の積算に用いるための労務の単価 

⑵ 第６条第１項第２号及び第３号に掲げる公契約に係る労働者等 区の区域に係る最

低賃金法第９条第１項に規定する地域別最低賃金及び中野区会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例（令和元年中野区条例第１６号）第４条第１項に規定する

報酬の額 

２ 区長は、労働報酬下限額を定めようとするときは、あらかじめ、第１３条第１項に規

定する中野区公契約審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 区長は、労働報酬下限額を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。 

（公契約において約定する事項） 

第９条 区は、第７条第１項に規定する事項のほか、公契約において、別表に定める事項

を約定するものとする。 

（労働者等の申出） 

第１０条 労働者等（労働者等であった者を含む。この条及び次条において同じ。）は、労

働報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該労働報酬が支払われないとき

又は支払われた当該労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、区、受注者又は受

注関係者（当該労働者等を雇用し、又は当該労働者等と第２条第４号イの契約を締結し
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た受注関係者に限る。）に対しその事実の申出をすることができる。 

（報告、検査等） 

第１１条 区長は、区に対し前条の規定による申出があったとき又は第７条第１項及び第

９条の規定により約定した事項（以下「約定事項」という。）の遵守の状況を確認するた

め必要があると認めるときは、受注者又は受注関係者に対し必要な報告を求め、又はそ

の職員をして当該受注者若しくは受注関係者の事業所等に立ち入らせ、労働者等に係る

労働条件が分かる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがで

きる。 

２ 前項の規定により検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（公表） 

第１２条 区が別表１１の項に定める事由による公契約の解除等（第６条第１項第１号及

び第２号に掲げる公契約の解除並びに同項第３号に掲げる公契約に係る地方自治法第２

４４条の２第１１項の規定による取消し又は期間を定めた管理の業務の全部若しくは一

部の停止の命令をいう。以下同じ。）をしたとき（公契約の期間後に約定事項の違反が判

明した場合を含む。）は、区長は、次に掲げる事項を公表することができる。 

⑴ 当該受注者又は受注関係者の氏名及び住所（その者が法人その他の団体であるとき

は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

⑵ 当該公表に係る違反の内容 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該受注者又は

受注関係者に対し、当該公表に係る理由を通知し、当該受注者又は受注関係者が意見を

述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。 

（中野区公契約審議会の設置） 

第１３条 公契約に関する施策の適正な実施を確保するため、区長の附属機関として、中

野区公契約審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、労働報酬下限額その他公契約に関し必要な事項につい

て調査審議し、答申する。 

３ 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員６人以内をもって組織する。 

⑴ 事業者団体関係者 ２人以内 

⑵ 労働者団体関係者 ２人以内 

⑶ 学識経験を有する者 ２人以内 

４ 審議会の委員（以下単に「委員」という。）の任期は、２年とする。ただし、再任を妨

げない。 

５ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行し、令和５年４月１日以後に締結する公契約に

ついて適用する。 

 

 

別表（第７条、第９条、第１２条関係） 

１ 労働関係法令の遵守 

 

 

受注者は、第２条第４号アに掲げる労働者等に係る労働

条件に関して、関係法令の規定を遵守しなければならない

こと。 

２ 労働者等との契約条件 

 

 

 

受注者は、第２条第４号イに掲げる労働者等と請負契約

又は委託契約を締結しようとするときは、その条件を１の

項の関係法令の趣旨を尊重したものとしなければならない

こと。 

３ 労働者等の継続雇用 

 

 

 

 

受注者は、継続性のある業務に関する公契約を締結する

ときは、当該業務に従事する労働者等の雇用の安定並びに

当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、当該公契

約の締結前から当該業務に従事していた労働者等のうち希

望する者を雇用するよう努めること。 

４ 労働報酬に係る受注者

の連帯責任 

 

 

 

 

受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払うべき労

働報酬を支払わないとき又は受注関係者が支払った労働報

酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、当該受注関係者

と連帯して、当該労働者等に対し、当該労働報酬に相当する

金額又は労働報酬下限額と当該支払った労働報酬の額との

差額に相当する金額を支払わなければならないこと。 

５ 労働条件の区への報告 

 

受注者は、規則で定めるところにより、労働者等に係る労

働条件に関する事項を区に報告しなければならないこと。 

６ 労働者等に対する周知 

 

 

 

受注者は、労働報酬下限額その他の規則で定める事項を

作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、又は労働者

等に対し当該事項を記載した書面を交付しなければならな

いこと。 

７ 不利益な取扱いの禁止 

 

 

 

受注者は、第１０条に規定する申出を受けたときは、誠実

に対応するとともに、当該申出をした労働者等について、当

該申出をしたことを理由として、解雇、請負契約又は委託契

約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならないこと。 

８ 報告の求め及び検査等

への対応 

受注者は、第１１条に規定する報告の求め及び検査等に

応じ、協力しなければならないこと。 

９ 約定事項の違反の是正

の求め 

 

区は、受注者が約定事項に違反していると認めるときは、

当該受注者に対し速やかにその違反を是正するために必要

な措置を講ずるよう求めることができること。 
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１０ 約定事項の違反の是

正等及び報告 

 

受注者は、９の項に規定する求めを受けたときは、速やか

に当該違反を是正する措置その他必要な措置を講じ、その

結果について区に報告をしなければならないこと。 

１１ 公契約の解除等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区は、受注者又は受注関係者が次のいずれかの事由に該

当するときは当該公契約の解除等をすることができ、当該

解除等により受注者又は受注関係者に生じた損害を賠償す

る責任を負わないこと。 

⑴ 第１１条に規定する報告の求めに応ぜず、若しくは

虚偽の報告をし、又は同条に規定する検査等を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査等における質問

に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

⑵ ９の項に規定する求めに応じないとき。 

⑶ １０の項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告を

したとき。 

１２ 損害賠償責任 

 

 

 

受注者は、区が１１の項に定める事由による公契約の解

除等をした場合において、当該公契約の解除等により区に

損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない

こと。 

１３ 公契約の解除等に係

る違約金 

 

区は、１１の項に定める事由による公契約の解除等をし

たときは、受注者に対し違約金の支払を求めることができ

ること。 

１４ 受注者と受注関係者

との契約 

 

 

 

受注者は、受注者が受注関係者と契約を締結するときは、

当該受注者が遵守すべき約定事項について、受注関係者が

当該受注者に準じて当該約定事項を遵守することとなるよ

う、当該契約を締結する受注関係者との間で約定しなけれ

ばならないこと。 
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（資料１６）中野区公契約条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、中野区公契約条例（令和４年中野区条例第８号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（条例第６条第１項第２号に規定する規則で定める公契約） 

第３条 条例第６条第１項第２号に規定する規則で定める公契約は、次に掲げるものとす

る。 

⑴ 施設の総合的な管理の業務に関する公契約 

⑵ 施設、公園等の日常的な清掃の業務に関する公契約 

⑶ 施設の警備の業務（機械警備の業務を除く。）に関する公契約 

⑷ 施設の受付の業務に関する公契約 

⑸ 廃棄物の収集、資源の回収等の業務に関する公契約 

⑹ 学校又は保育所の用務の業務に関する公契約 

⑺ 学校又は保育所の給食の調理の業務に関する公契約 

⑻ 児童館、学童クラブ及びキッズ・プラザの運営の業務に関する公契約 

⑼ 高齢者に係る居宅介護支援に関する公契約 

（条例第７条第３項に規定する方法） 

第４条 条例第７条第３項に規定する方法については、最低賃金法施行規則（昭和３４年

労働省令第１６号）第２条の規定を準用する。 

（条例第１１条第２項に規定する職員の身分を示す証明書の様式） 

第５条 条例第１１条第２項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるもの

とする。 

（条例第１２条第１項第３号の規則で定める事項） 

第６条 条例第１２条第１項第３号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

⑴ 解除等に係る公契約の件名及び締結の日 

⑵ 解除等をした日及びその理由 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（中野区公契約審議会の会長） 

第７条 中野区公契約審議会（以下「審議会」という。）に会長を置き、条例第１３条第３

項第３号に掲げる委員のうちから、委員が選挙する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。） 

（審議会の議事） 

第８条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の

審議会については、区長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席し、かつ、条例第１３条第３項各号に掲げる委員がそ

れぞれ１人以上出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 
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３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

４ 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が特に必要があると認めるときは、公

開しないことができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

（審議会の庶務） 

第９条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

（条例別表５の項に規定する報告） 

第１０条 条例別表５の項に規定する報告は、次に掲げる事項について、区長が指定する

日までに行うものとし、当該事項に変更が生じたときは、速やかに区に報告しなければ

ならないものとする。 

⑴ 労働者等に係る雇用契約の締結の状況 

⑵ 労働者等に対する労働報酬の支払の状況 

⑶ 労働者等の労働時間の管理の状況 

⑷ 条例第７条第１項に規定する労働報酬下限額を支払わなければならない労働者等の

人数及び職種 

⑸ 約定事項の遵守の状況 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（条例別表６の項に規定する規則で定める事項） 

第１１条 条例別表６の項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

⑴ 約定事項が適用される労働者等の範囲 

⑵ 条例第７条第１項に規定する労働報酬下限額 

⑶ 条例別表４の項の規定の内容 

⑷ 条例第１０条の規定の内容 

⑸ 条例第１０条に規定する申出をするときの連絡先 

⑹ 労働者等は、条例第１０条に規定する申出をした労働者等について、当該申出をし

たことを理由として、解雇、請負契約又は委託契約の解除その他の不利益な取扱いを

受けないこと。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行し、令和５年４月１日以後に締結する公契約に

ついて適用する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第３条第８号の規定は、令和７年４月１日

以後に締結する中野区公契約条例（令和４年中野区条例第８号）第２条第１号に規定する

公契約について適用する。   
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別記様式（第５条関係） 

 

〈表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈裏〉 

 

 

 

 

 

第    号 
 

身 分 証 明 書 
 

所属               
職                
氏名               

年  月  日生 
 
上記の者は、中野区公契約条例第１１条第１項の規定による立入検査等の

権限を有する者であることを証明する。 
 
発行日   年  月  日 
 
有効期限  年  月  日 
 

印   
中野区長             

中野区公契約条例（抜粋） 

（報告、検査等） 

第１１条 区長は、区に対し前条の規定による申出があったとき又は第７条

第１項及び第９条の規定により約定した事項（以下「約定事項」という。）

の遵守の状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者又は受注

関係者に対し必要な報告を求め、又はその職員をして当該受注者若しくは

受注関係者の事業所等に立ち入らせ、労働者等に係る労働条件が分かる書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 


